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(57)【要約】
【課題】原料となる炭化ケイ素粉末が低純度で、ケイ素
化合物を含んでいても、製造工程中において、不純物で
あるケイ素化合物を他の化合物に変換することにより、
炭化ケイ素粒子同士の結合を促進することができ、フィ
ルタとして充分な特性を有するハニカムフィルタを製造
することが可能なハニカムフィルタの製造方法を提供す
ること。
【解決手段】ケイ素化合物からなる不純物を３重量％以
上含む炭化ケイ素粉末、及び、少なくとも有機バインダ
を含む有機添加物を混合して成形体用原料を調製する成
形体用原料調製工程と、調製した成形体用原料を押出成
形することによりハニカム成形体を作製する成形体作製
工程と、作製されたハニカム成形体を、完全不活性ガス
雰囲気中において脱脂する脱脂工程と、脱脂されたハニ
カム成形体を焼成する焼成工程とからなることを特徴と
するハニカムフィルタの製造方法。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケイ素化合物からなる不純物を３重量％以上含む炭化ケイ素粉末、及び、少なくとも有機
バインダを含む有機添加物を混合して成形体用原料を調製する成形体用原料調製工程と、
調製した成形体用原料を押出成形することによりハニカム成形体を作製する成形体作製工
程と、
作製されたハニカム成形体を、完全不活性ガス雰囲気中において脱脂する脱脂工程と、
脱脂されたハニカム成形体を焼成する焼成工程とからなることを特徴とするハニカムフィ
ルタの製造方法。
【請求項２】
前記焼成工程は、完全不活性ガス雰囲気中で行われる請求項１に記載のハニカムフィルタ
の製造方法。
【請求項３】
ケイ素化合物は、シリカである請求項１又は２に記載のハニカムフィルタの製造方法。
【請求項４】
前記脱脂工程後のハニカム成形体中のシリカと炭素とのモル比（炭素／シリカ）は、１～
３である請求項３に記載のハニカムフィルタの製造方法。
【請求項５】
前記脱脂工程及び前記焼成工程は、一のバッチ炉内にて行われる請求項１～４のいずれか
に記載のハニカムフィルタの製造方法。
【請求項６】
前記脱脂工程及び前記焼成工程は、一の連続炉内にて行われ、前記連続炉は、脱脂エリア
と焼成エリアとを備えている請求項１～４のいずれかに記載のハニカムフィルタの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ハニカムフィルタの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
バス、トラック等の車両又は建設機械等の内燃機関から排出される排ガス中に含有される
スス等のパティキュレート（以下、ＰＭという場合がある）及びその他の有害成分が環境
及び人体に害を及ぼすことが最近問題となっている。
【０００３】
そこで、排ガスを浄化するハニカムフィルタとして、多数のセルが多孔質のセル隔壁を隔
てて長手方向に並設されたハニカム焼成体が、複数個結束されたセラミックブロックから
なるハニカムフィルタが提案されている。
【０００４】
特許文献１には、このハニカムフィルタの製造方法が記載されており、炭化ケイ素粉末、
有機バインダ等を含む原料組成物を混合して成形体用原料を調製した後、成形体用原料の
押出形成を行い、ハニカム成形体を作製する。続いて、上記ハニカム成形体の脱脂、焼成
を行って、ハニカム焼成体を得た後、複数のハニカム焼成体を接着してセラミックブロッ
クを作製し、切削加工を施し、外周コート層を形成してハニカムフィルタを製造すること
が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２３０８５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
フィルタとしての特性に優れたハニカムフィルタを製造するために、従来は、原料として
、高純度の炭化ケイ素粉末を主原料として使用していたが、高純度の炭化ケイ素粉末を得
るためには、大きなエネルギーと精製工程とが必要となるため、原料の価格が高価になっ
てしまうという問題があった。
【０００７】
このため、レンガ等の炉材に用いられる耐火物用の低純度炭化ケイ素を使用することが検
討されているが、従来の方法では、ハニカム成形体の焼成時に原料である炭化ケイ素粒子
が結合する際、ケイ素化合物が炭化ケイ素粒子同士の接触を妨害する場合があり、機械的
特性に優れた多孔質の炭化ケイ素焼結体が製造されにくいという問題があった。また、不
純物として含まれるシリカ等のケイ素化合物は、焼成時にフィルタから離脱しやすく、焼
成炉の炉壁に付着するため、焼成工程において、付着物が製造物の移動の障害となる等、
種々の不都合が発生し易いという問題があった。
【０００８】
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、原料となる炭化ケイ素粉末が
低純度で、ケイ素化合物を含んでいても、製造工程中において、不純物であるケイ素化合
物を他の化合物に変換することにより、炭化ケイ素粒子同士の結合を促進することができ
、フィルタとして充分な特性を有するハニカムフィルタを製造することが可能なハニカム
フィルタの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記目的を達成するために、本発明のハニカムフィルタの製造方法は、ケイ素化合物から
なる不純物を３重量％以上含む炭化ケイ素粉末、及び、少なくとも有機バインダを含む有
機添加物を混合して成形体用原料を調製する成形体用原料調製工程と、調製した成形体用
原料を押出成形することによりハニカム成形体を作製する成形体作製工程と、作製された
ハニカム成形体を、完全不活性ガス雰囲気中において脱脂する脱脂工程と、脱脂されたハ
ニカム成形体を焼成する焼成工程とからなることを特徴とする。
【００１０】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、脱脂工程は、完全不活性ガス雰囲気中で行わ
れるので、有機バインダ等の有機添加物が酸化分解しにくく、主に熱分解することとなり
、上記有機添加物は、炭素として残留し易い。本発明の場合、炭化ケイ素粉末は、ケイ素
化合物からなる不純物を３重量％以上含んでおり、脱脂後のハニカム成形体中には、ケイ
素化合物と炭素とが含まれることとなる。このハニカム成形体を焼成すると、ケイ素化合
物と炭素とが反応し、炭化物が合成されることとなる。その結果、炭化ケイ素粒子同士の
結合を阻害するものは存在しなくなり、炭化ケイ素粒子同士の結合を促進することができ
、フィルタとして充分な特性を有するハニカムフィルタを製造することができる。
【００１１】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、上記焼成工程は、完全不活性ガス雰囲気中で
行われることが好ましい。
上記のように、本発明のハニカムフィルタの製造方法では、焼成工程を不活性ガス雰囲気
で行うことができるので、脱脂工程及び焼成工程を雰囲気ガスの種類を変化させずに行う
ことができる。このため、脱脂工程及び焼成工程を１つの炉で行うことができ、必要とす
る熱量を大きく削減することができ、より安価にハニカムフィルタを製造することができ
る。また、脱脂体を脱脂炉から取り出し、一旦冷却した後、焼成炉に運び込む必要がなく
、工程を簡略化することができるとともに、運搬中に破損する可能性がなく、効率よく、
ハニカムフィルタを製造することができる。
【００１２】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、ケイ素化合物は、シリカであることが好まし
い。
ケイ素化合物としてシリカを用いることにより、焼成工程で炭化ケイ素を合成することが
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でき、シリカや炭素が焼成体中に殆ど残留しない。従って、良好な特性を有する多孔質の
炭化ケイ素焼成体を製造することができ、製造されたハニカムフィルタは、ハニカムフィ
ルタとしての性能を充分に発揮することができる。
【００１３】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、上記脱脂工程後のハニカム成形体中のシリカ
と炭素とのモル比（炭素／シリカ）は、１～３であることが好ましい。
脱脂工程後のハニカム成形体中のシリカと炭素とのモル比（炭素／シリカ）が、１～３で
あると、焼成工程中、ハニカム成形体中のシリカと残留炭素とが反応して炭化ケイ素とな
り、シリカや炭素が焼成体中に殆ど残留しない。従って、良好な特性を有する多孔質の炭
化ケイ素焼成体を製造することができ、製造されたハニカムフィルタは、ハニカムフィル
タとしての性能を充分に発揮することができる。
【００１４】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、上記脱脂工程及び上記焼成工程は、一のバッ
チ炉内にて行われることが好ましい。
上記のように、本発明のハニカムフィルタの製造方法では、脱脂工程及び焼成工程は、不
活性ガス雰囲気で行うことができるので、一のバッチ炉で上記脱脂工程及び上記焼成工程
を連続して行うことができ、ハニカムフィルタをより安価に、かつ、より効率よく製造す
ることができる。
【００１５】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、上記脱脂工程及び上記焼成工程は、一の連続
炉内にて行われ、上記連続炉は、脱脂エリアと焼成エリアとを備えていることが好ましい
。
上記のように、本発明のハニカムフィルタの製造方法では、脱脂工程及び焼成工程は、不
活性ガス雰囲気で行うことができるので、上記脱脂工程及び上記焼成工程は、脱脂エリア
と焼成エリアとを備えた一の連続炉内で行うことができ、ハニカム成形体を連続的に連続
炉に供給、取り出ししながら、脱脂工程及び焼成工程を行うことができ、ハニカムフィル
タをより安価に、かつ、より効率よく製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１（ａ）は、セルの一端部が目封止されたハニカム成形体を模式的に示す斜視
図であり、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すハニカム成形体のＡ－Ａ線断面図である。
【図２】図２は、本発明に係る連続加熱炉を長手方向に沿って鉛直縦方向に切断した場合
を模式的に示す縦断面図である。
【図３】図３は、本発明に係る連続加熱炉を長手方向に垂直な断面で切断した場合を模式
的に示す断面図である。
【図４】図４は、本発明のハニカムフィルタの製造方法により製造されたハニカムフィル
タを示す斜視図である。
【図５】図５（ａ）は、図４に示したハニカムフィルタを構成するハニカム焼成体の斜視
図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示したハニカム焼成体のＢ－Ｂ線断面図である。
【００１７】
（発明の詳細な説明）
以下、本発明のハニカムフィルタの製造方法について説明する。
本発明のハニカムフィルタの製造方法は、ケイ素化合物からなる不純物を３重量％以上含
む炭化ケイ素粉末、及び、少なくとも有機バインダを含む有機添加物を混合して成形体用
原料を調製する成形体用原料調製工程と、調製した成形体用原料を押出成形することによ
りハニカム成形体を作製する成形体作製工程と、作製されたハニカム成形体を、完全不活
性ガス雰囲気中において脱脂する脱脂工程と、脱脂されたハニカム成形体を焼成する焼成
工程とからなることを特徴とする。
【００１８】
本発明のハニカムフィルタの製造方法は、成形体用原料調製工程と成形体作製工程と脱脂
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工程と焼成工程とからなる。以下、上記工程を含むハニカムフィルタの製造方法について
、工程ごとに説明していく。
【００１９】
（１）成形体用原料調製工程
この成形体用原料調製工程では、ケイ素化合物からなる不純物を３重量％以上含む炭化ケ
イ素粉末、及び、少なくとも有機バインダを含む有機添加物を混合して成形体用原料を調
製する。
【００２０】
炭化ケイ素粉末の粒径等は、特に限定されるものではないが、平均粒子径の異なる２種類
の炭化ケイ素粉末を用いることが好ましい。平均粒子径の異なる２種類の炭化ケイ素粉末
としては、例えば、０．３～５０μｍの平均粒径を有する炭化ケイ素粉末と０．１～１．
０μｍ程度の平均粒径を有する炭化ケイ素との組み合わせが挙げられる。多孔質の炭化ケ
イ素焼成体を製造し易いからである。
【００２１】
原料として使用することができる炭化ケイ素粉末は、種々の種類が存在するが、耐火物用
の低純度炭化ケイ素は、不純物として、ケイ素化合物等を３重量％以上含む。なお、炭化
ケイ素中のシリカの含有量は、中和滴定法により測定することができる。
このような低純度の炭化ケイ素粉末を使用した場合であっても、本発明のハニカムフィル
タの製造方法では、製造工程の途中で、ハニカム成形体中に炭素を残留させ、この炭素と
ケイ素化合物とを反応させることにより、原料段階でケイ素化合物を除去する高純度化処
理等を行うことなく、ケイ素化合物の含有量の少なくハニカムフィルタを製造することが
できる。上記ケイ素化合物は特に限定されるものでないが、シリカが好ましい。
【００２２】
上記有機添加物としては、有機バインダが挙げられるほか、分散媒液、可塑剤、潤滑剤等
が挙げられる。これらの有機添加剤を製造途中で熱分解させることにより炭素とする。
上記有機バインダとしては、例えば、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂、エポキシ樹脂
等が挙げられる。これらのなかでは、メチルセルロースが好ましい。
【００２３】
上記分散媒液としては、例えば、メタノール等のアルコール、ベンゼン等の有機溶媒が挙
げられるほか、水が挙げられる。
上記可塑剤としては特に限定されず、例えば、グリセリン等が挙げられる。
【００２４】
上記潤滑剤としては特に限定されず、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポ
リオキシプロピレンアルキルエーテル等のポリオキシアルキレン系化合物等が挙げられる
。上記潤滑剤の具体例としては、例えば、ポリオキシエチレンモノブチルエーテル、ポリ
オキシプロピレンモノブチルエーテル等が挙げられる。
【００２５】
他の有機添加物として、製造するハニカムフィルタを構成するハニカム焼成体の気孔率を
増加させるための有機造孔剤が挙げられる。上記有機造孔剤も、後述する脱脂工程で、そ
の一部が炭素となり、ケイ素化合物と反応することにより、ＳｉＣが生成する。また、炭
素がシリカと反応すると一部がＣＯとしてハニカム成形体から離脱するため、気孔が形成
される。有機造孔剤としては、球状アクリル粒子、グラファイト等が挙げられる。
【００２６】
上記成形体用原料を調製する際には、上記した低純度の炭化ケイ素粉末、有機バインダ、
及び、分散媒液である水を湿式混合機を用いて混合することにより成形体用原料を調製す
る。その際、必要により、上記可塑剤、上記潤滑剤、上記有機造孔剤等を加えてもよい。
【００２７】
（２）成形体作製工程
この成形体作製工程では、調製した成形体用原料を押出成形することによりハニカム成形
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体を作製する。
この工程では、得られた成形体用原料を押出成形機に投入して、押出成形を行い、角柱形
状の連続体を作製した後、所定の長さに切断することにより、長手方向に多数の貫通孔が
並設されたハニカム成形体を作製する。このハニカム成形体を乾燥機により乾燥させ、ハ
ニカム成形体の乾燥体とする。
【００２８】
次いで、ハニカム成形体の乾燥体を構成する貫通孔のいずれかの端部に、封止材ペースト
を所定量充填し、セルを目封止する。セルを目封止する際には、例えば、ハニカム成形体
の端面（すなわち両端を切断した後の切断面）にセル封止用のマスクを当てて、封止の必
要なセルにのみ封止材ペーストを充填し、封止材ペーストを乾燥させる。このような工程
を経て、セルの一端部が目封止されたハニカム成形体を作製する。
【００２９】
図１（ａ）は、セルの一端部が目封止されたハニカム成形体を模式的に示す斜視図であり
、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示すハニカム成形体のＡ－Ａ線断面図である。
図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、作製されたハニカム成形体２００には、一端部が封
止材２２０により目封止された多数のセル２１０が長手方向に併設されており、これらの
セル２１０の間には壁部２３０が形成されている。
【００３０】
（３）脱脂工程
次に、脱脂工程として、作製されたハニカム成形体を、完全不活性ガス雰囲気中において
脱脂する。
従来では、脱脂工程は、酸素含有雰囲気中、３００～６５０℃に加熱することにより、有
機物を酸化分解させて完全に除去していた。しかし、本発明のハニカムフィルタの製造方
法では、ハニカム成形体２００を、完全不活性ガス雰囲気中、例えば、３００～６５０℃
に加熱することにより脱脂を行う。
【００３１】
上記完全不活性ガス雰囲気とは、全く酸素や水素等を含まない不活性ガス雰囲気をいい、
例えば、アルゴン雰囲気、窒素雰囲気等が挙げられる。このような完全不活性ガス雰囲気
中での加熱により、有機添加物を加熱分解させる。
このため、有機添加物が化合物中に水素や酸素を有する場合には、熱分解により炭化水素
や酸化物の形でハニカム成形体２００から離脱するが、有機添加物の一部は、炭素及び炭
素化合物としてハニカム成形体２００中に残留する。このように、完全不活性ガス雰囲気
中での加熱では、有機添加物は、熱分解することとなるが、その一部は、脱脂されたハニ
カム成形体中に炭素として残留し易い。
【００３２】
（４）焼成工程
上記脱脂工程の後、焼成工程では、脱脂されたハニカム成形体を、完全不活性ガス雰囲気
中において焼成する。焼成工程は、通常、１４００～２２００℃で行われるが、完全不活
性ガス雰囲気中で行われることが好ましい。
上記脱脂工程及び上記焼成工程は、完全不活性ガス雰囲気中で行わるので、一のバッチ炉
を用いて行うことができる。また、上記脱脂工程及び上記焼成工程は、完全不活性ガス雰
囲気中で行わるので、脱脂エリアと焼成エリアとを備えた一の連続炉内にて行うことがで
きる。
【００３３】
そこで、上記脱脂工程及び上記焼成工程を、脱脂エリアと焼成エリアとを備えた一の連続
炉内にて行う場合について説明する。
図２は、本発明に係る連続加熱炉を長手方向に沿って鉛直縦方向に切断した場合を模式的
に示す縦断面図であり、図３は、本発明に係る連続加熱炉を長手方向に垂直な断面で切断
した場合を模式的に示す断面図である。
【００３４】
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図２に示すように、本発明に係る連続加熱炉３０には、入口方向から順次、脱気エリア４
１、脱脂エリア４２、焼成エリア４３、徐冷エリア４４、冷却エリア４５、脱気エリア４
６が設けられている。
【００３５】
脱気エリア４１は、搬入するハニカム成形体２００の内部や周囲の雰囲気を変えるために
設けられており、ハニカム成形体２００を搬送部材３９等に載置して搬入した後、一旦、
脱気エリア４１を真空にし、続いて不活性ガスを導入することにより、ハニカム成形体２
００の内部や周囲の雰囲気を不活性ガス雰囲気とする。
【００３６】
脱脂エリア４２では、加熱用ヒータを使用したり、焼成エリアの熱を利用したりしてハニ
カム成形体２００の温度を上昇させて３００～６５０℃とし、ハニカム成形体２００中の
有機添加物の加熱分解を行う。脱脂エリア４２内での加熱工程は、脱脂工程に相当する。
【００３７】
次に、焼成エリア４３でさらに６５０℃以上に温度を上昇させ、１４００～２２００℃で
焼成を行なう。この焼成エリア内での加熱工程は、焼成工程に相当する。徐冷エリア４４
では、焼成後のハニカム成形体２００を徐々に冷却し、さらに冷却エリア４５で室温に近
い温度まで戻す。そして、脱気エリア４６にハニカム成形体２００を搬入した後、不活性
ガスを抜いて空気を導入し、ハニカム成形体２００を搬出することにより、ハニカム成形
体２００の脱脂、焼成処理を行う一連の流れが完了する。
【００３８】
次に、上記連続加熱炉の構成の一例を説明する。
図２及び図３に示したように、連続加熱炉３０において、ハニカム成形体２００の脱脂及
び焼成を行う脱脂エリア４２及び焼成エリア４３は、ハニカム成形体２００を収容する空
間を確保するように形成された筒状のマッフル３１と、マッフル３１の上方及び下方に所
定間隔で配設された加熱用ヒータ３２と、マッフル３１と加熱用ヒータ３２とをその内部
に含むように設けられた断熱材３３と、断熱材３３の外側に配設された炉材３４とを備え
ており、炉材３４により周囲の雰囲気と隔離されている。
【００３９】
図２に示すように、加熱用ヒータ３２は、焼成エリア４３、及び、必要に応じて脱脂エリ
ア４２に配設されている。
【００４０】
マッフル３１は、図示しない支持部材により床部分の全体が支持されており、ハニカム成
形体２００を移動させることができるように構成されている。マッフル３１は、脱気エリ
ア４１、４６を除いた全域に設けられている。マッフル３１の内部にはコンベア等の輸送
手段が設けられていてもよく、これにより、ハニカム成形体２００の自動輸送が可能とな
る。
【００４１】
脱脂エリア４２、焼成エリア４３及び徐冷エリア４４には、断熱材３３が設置されており
、焼成エリア４３では、断熱材３３は加熱用ヒータ３２のさらに外側に設けられており、
適宜固定部材により固定されている。そして、一番外側には、脱気エリア４１を除いた全
域にわたって炉材３４が設けられている。この炉材３４には、加熱炉内部の雰囲気を不活
性ガス雰囲気で満たすためのガス導入管３７と不活性ガスを排出するためのガス排気管３
８が設けられている。
【００４２】
上記脱脂工程及び上記焼成工程は、一のバッチ炉を用いても行うことができる。
加熱炉がバッチ炉である場合の構成は、連続炉の構成とは大きく変わらず、例えば、加熱
炉を箱型の加熱炉となるように炉材３４を構成し、連続加熱炉の焼成エリア４３として使
用した部分のみを内部に設置して、出し入れ口として開閉可能な扉等を取付け、また、炉
材３４の内部を断熱材等により包囲する等することにより、バッチ炉を構成することがで
きる。
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【００４３】
そして、ハニカム成形体２００をバッチ炉の内部に搬入した後、不活性ガスを炉内に導入
し、次第に温度を上げて行って脱脂を行った後、さらに温度を上げて焼成を行えばよい。
上記脱脂工程及び上記焼成工程を、一のバッチ炉又は一の連続炉を用いて行う場合につい
て説明したが、バッチ炉や連続炉は、上記した構成に限定されるものではなく、他の構成
からなるバッチ炉や連続炉を用いてもよい。
【００４４】
有機物の全重量に対して、脱脂工程及びその後の焼成工程において、シリカ等と反応する
前にハニカム成形体２００中に残留した炭素の重量の割合（％）を残炭率ということとす
るが、有機物の種類により上記残炭率は異なる。従って、有機添加物の種類や量を選ぶこ
とにより、ハニカム成形体２００中に残存する炭素の量を調整することができる。
【００４５】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、脱脂工程後のハニカム成形体中に炭素が残留
するとともに、炭化ケイ素粉末中に含まれていたケイ素化合物が残留している。実際には
、ケイ素化合物の大部分は、シリカと考えられることから、以降では、ケイ素化合物は、
シリカであるとして説明を進める。
【００４６】
このハニカム成形体中のシリカと炭素とのモル比（炭素／シリカ）は、１～３であること
が好ましい。
下記する反応式（１）で示されるように、１モルのシリカと３モルの炭素とは反応し、１
モルのＳｉＣが合成されるとともに、２モルのＣＯガスが発生する。
ＳｉＯ２　＋　３Ｃ　＝　ＳｉＣ　＋　２ＣＯ・・・（１）
従って、製造されたハニカムフィルタ中に、炭素やシリカが残留しないためには、上記反
応式（１）に示すように、理想的に両者が反応するとすると、３６ｇの炭素に対し、６０
ｇのシリカが存在することが好ましい。実際には、シリカと炭素とが反応して、一旦、比
較的融点の低いＳｉＯが生成し、このＳｉＯが炭素と反応してＳｉＣが生成することを考
慮すると、シリカと炭素とのモル比（炭素／シリカ）は、１～３であることが好ましい。
炭化ケイ素中の炭素の含有量は、ＪＩＳ　Ｒ　１６１６の全炭素量分析法に基づいて行う
ことができる。
【００４７】
上記脱脂工程及び焼成工程を経ることにより、多孔質のハニカム焼成体を製造することが
できる。ハニカム焼成体の構造は、基本的に、図１に示したハニカム成形体２００と同様
である。
【００４８】
得られたハニカム焼成体を用いてハニカムフィルタを製造する際には、上記ハニカム焼成
体の側面に、シール材ペーストを塗布してシール材ペースト層を形成し、このシール材ペ
ースト層を介して順次他のハニカム焼成体を積層する。この手順を繰り返して所定数のハ
ニカム焼成体が結束されたハニカム焼成体の集合体を作製する。なお、シール材ペースト
としては、例えば、無機バインダと有機バインダと無機繊維及び／又は無機粒子とからな
るものを使用することができる。
【００４９】
次に、このハニカム焼成体の集合体を加熱してシール材ペースト層を乾燥、固化させてシ
ール材層（接着材層）とする。その後、ダイヤモンドカッター等を用いてハニカム焼成体
の集合体に切削加工を施してセラミックブロックとし、セラミックブロックの外周面にシ
ール材ペーストを塗布して乾燥固化させることによりコート層を形成することにより、ハ
ニカムフィルタを製造することができる。
【００５０】
図４は、本発明のハニカムフィルタの製造方法により製造されたハニカムフィルタを示す
斜視図である。図５（ａ）は、図４に示した本発明のハニカムフィルタを構成するハニカ
ム焼成体の斜視図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示したハニカム焼成体のＢ－Ｂ線
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断面図である。
【００５１】
図４に示すように、本発明のハニカムフィルタ１０は、炭化珪素からなる多孔質のハニカ
ム焼成体２０が、接着材層１１を介して複数個組み合わされて円柱状のセラミックブロッ
ク１５を構成し、このセラミックブロック１５の周囲にコート層１２が形成されている。
【００５２】
図４に示したハニカムフィルタ１０では、セラミックブロックの形状は円柱状であるが、
本発明において、セラミックブロックは、柱状であれば円柱状に限定されることはなく、
例えば、楕円柱状や角柱状等任意の形状のものであってもよい。
【００５３】
ハニカム焼成体２０は、図１（ａ）及び（ｂ）に示したハニカム成形体２００が脱脂、焼
成されることにより製造されたものであり、長手方向に多数のセル２１が並設され、セル
２１のいずれかの端部が目封止されているため、セル２１同士を隔てるセル隔壁２３がフ
ィルタとして機能するようになっている。即ち、ハニカム焼成体２０に形成されたセル２
１は、図５（ｂ）に示したように、排気ガスの入口側又は出口側の端部のいずれかが封止
材２２により目封じされ、一のセル２１に流入した排気ガスは、必ずセル２１を隔てるセ
ル隔壁２３を通過した後、他のセル２１から流出するようになっている。
【００５４】
このように構成されたハニカムフィルタでは、内燃機関から排出される排ガス中に含有さ
れるスス等のＰＭを捕集することにより、排ガスを浄化することができる。
また、完全不活性ガス雰囲気中で脱脂処理することにより残留した炭素は、焼成工程にお
いて、シリカと反応することにより、炭化ケイ素に変換されており、合成された炭化ケイ
素は、炭化ケイ素の粒子同士を結合するネック部に集まり易く、製造されたハニカム焼成
体の機械的特性を改善する役割を果たす。
【００５５】
以上のように、本発明のハニカムフィルタの製造方法においては、脱脂工程及び焼成工程
は、完全不活性ガス雰囲気中で行われるので、一の加熱炉で行うことができ、有機バイン
ダ等の有機添加物が酸化分解しにくく、主に熱分解することとなり、上記有機添加物は、
炭素として残留し易い。本発明の場合、炭化ケイ素粉末は、ケイ素化合物からなる不純物
を３重量％以上含んでおり、脱脂後のハニカム成形体中には、ケイ素化合物と炭素とが含
まれることとなる。このハニカム成形体を焼成すると、ケイ素化合物と炭素とが反応し、
炭化物が合成されることとなる。その結果、炭化ケイ素粒子同士の結合を阻害するものは
存在しなくなり、炭化ケイ素粒子同士の結合を促進することができ、フィルタとして充分
な特性を有するハニカムフィルタを製造することができる。
【００５６】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、一のバッチ炉を用い、形成体をバッチ炉に搬
入した後、逐次温度を上げていくことにより、脱脂工程と焼成工程とを連続して行うこと
ができるので、短時間で脱脂、焼成を行うことができ、ハニカム成形体の破損のおそれが
なく、エネルギーロスが少なく、効率よく、かつ、安価にハニカムフィルタを製造するこ
とができる。
【００５７】
本発明のハニカムフィルタの製造方法では、脱脂エリアと焼成エリアを備えた連続炉で、
ハニカム成形体を移動させながら、脱脂と焼成とを連続的に行うことができ、短時間で脱
脂、焼成を行うことができ、ハニカム成形体の破損のおそれがなく、エネルギーロスが少
なく、効率よく、かつ、安価にハニカムフィルタを製造することができる。なお、連続炉
では、連続的にハニカム成形体の搬入、搬出が行われるため、炉を休ませることなく、使
用することができ、より効率よく、かつ、安価にハニカムフィルタを製造することができ
る。
【００５８】
（実施例）
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以下、本発明の第一実施形態をより具体的に開示した実施例を示す。なお、本発明はこれ
らの実施例のみに限定されるものではない。
【００５９】
（実施例１）
（１）ハニカム焼成体の製造
まず、成形体用原料調製工程として、平均粒子径２２μｍを有する炭化ケイ素の粗粉末５
４．５重量％と、平均粒子径０．５μｍの炭化ケイ素の微粉末２３．４重量％とを混合し
、得られた混合物に対して、有機バインダ（メチルセルロース）４．３重量％、潤滑剤（
日油社製　ユニルーブ）２．６重量％、グリセリン１．２重量％、及び、水１４．０重量
％を加えて混練して成形体用原料を得た。なお、本実施例で用いた炭化ケイ素粗粉末は、
屋久島電工株式会社製のＲＭ３２５Ｆの純度９５％品（ＳｉＣ純度：９２．５６重量％、
シリカ含有量：３．４８重量％）であり、炭化ケイ素微粉末は、屋久島電工株式会社製の
ＧＣ－１５（ＳｉＣ純度：９５．２５重量％、シリカ含有量：３．５９重量％）であった
。両者の混合物のシリカ含有量は、３．５１重量％となる。なお、実施例１、２及び比較
例１、２において、炭化ケイ素中のシリカの含有量は、中和滴定法により測定した。
【００６０】
この後、成形体作製工程として、得られた成形体用原料を用いて押出成形を行い、生のハ
ニカム成形体を得た。次いで、マイクロ波乾燥機を用いて上記生のハニカム成形体を乾燥
させることにより、ハニカム成形体の乾燥体を作製した。
【００６１】
その後、ハニカム成形体の乾燥体の所定のセルに封止材ペーストを充填してセルの封止を
行い、図１（ａ）及び（ｂ）に示す目封止されたハニカム成形体を得た。なお、上記湿潤
混合物を封止材ペーストとして使用した。セルの封止を行った後、封止材ペーストを充填
したハニカム成形体の乾燥体を再び乾燥機を用いて乾燥させた。
【００６２】
続いて、乾燥させた複数のハニカム成形体を搬送部材の上に載置し、バッチ炉に搬入した
後、窒素を導入し、常圧の窒素雰囲気中、４００℃まで昇温させた後、加熱を停止するこ
とにより脱脂処理を行った。この後、脱脂処理の終わったハニカム成形体を移動させるこ
となく、同じバッチ炉にアルゴンを導入して窒素ガスをアルゴンガスで置換した後、常圧
のアルゴン雰囲気中、２２００℃、３時間の条件で焼成処理を行い、ハニカム焼成体を製
造した。
【００６３】
得られたハニカム焼成体は、多孔質の炭化ケイ素焼結体からなり、気孔率が４２％、平均
気孔径が９μｍ、大きさが３４．３ｍｍ×３４．３ｍｍ×１５０ｍｍ、セルの数（セル密
度）が３１個／ｃｍ２（２００個／ｉｎｃｈ２）、セル隔壁の厚さが０．１０１６ｍｍ、
外周壁の厚さが０．３ｍｍであった。
得られたハニカム焼成体中にシリカは、検出されなかった。
【００６４】
（２）ハニカムフィルタの作製
上記工程により得られたハニカム焼成体を用いて、ハニカム構造体を作製した。
ハニカム焼成体の所定の側面に接着材ペーストを塗布し、この接着材ペーストを介して３
６個（縦６個×横６個）のハニカム焼成体を接着させることにより、ハニカム焼成体の集
合体を作製した。
さらに、ハニカム焼成体の集合体を１８０℃、２０分で接着材ペーストを乾燥固化させる
ことにより、接着材層の厚さが１ｍｍの角柱状のセラミックブロックを作製した。
【００６５】
その後、ダイヤモンドカッターを用いて、角柱状のセラミックブロックの外周を研削する
ことにより、直径１９８ｍｍの円柱状のセラミックブロックを作製した。
【００６６】
次に、円柱状のセラミックブロックの外周部に外周コート材ペーストを塗布し、外周コー



(11) JP 2016-67994 A 2016.5.9

10

20

30

40

50

ト材ペーストを１２０℃で加熱固化することにより、セラミックブロックの外周部に厚さ
１．０ｍｍの外周コート層を形成した。なお、上記接着材ペーストを外周コート材ペース
トとして使用した。
以上の工程によって、直径２００ｍｍ×長さ１５０ｍｍのハニカムフィルタを作製した。
【００６７】
（実施例２）
用いた炭化ケイ素粗粉末を、ＲＭ３２５Ｆの純度９０％品（ＳｉＣの純度：８７．１重量
％、シリカ含有量：５．８８重量％）に変えたほかは、実施例１と同様にして、ハニカム
焼成体を製造し、これを用いてハニカムフィルタを製造した。なお、粗粉末と微粉末の混
合物のシリカ含有量は、５．１９重量％となる。
しかし、焼成工程を終了したハニカム焼成体のシリカ濃度を測定したところ、シリカは検
出されなかった。
【００６８】
（比較例１）
（１）ハニカム焼成体の製造
まず、平均粒子径２２μｍを有する炭化ケイ素の粗粉末５４．５重量％と、平均粒子径０
．５μｍの炭化ケイ素の微粉末２３．４重量％とを混合し、得られた混合物に対して、有
機バインダ（メチルセルロース）４．３重量％、潤滑剤（日油社製　ユニルーブ）２．６
重量％、グリセリン１．２重量％、及び、水１４．０重量％を加えて混練して成形体用原
料を得た。なお、本実施例では、実施例１と同じ炭化ケイ素粗粉末及び炭化ケイ素微粉末
を用いた。
【００６９】
この後、得られた成形体用原料を用いて押出成形を行い、生のハニカム成形体を得た。次
いで、マイクロ波乾燥機を用いて上記生のハニカム成形体を乾燥させることにより、ハニ
カム成形体の乾燥体を作製した。その後、ハニカム成形体の乾燥体の所定のセルに封止材
ペーストを充填してセルの封止を行い、図１（ａ）及び（ｂ）に示す目封止されたハニカ
ム成形体を得た。なお、上記湿潤混合物を封止材ペーストとして使用した。セルの封止を
行った後、封止材ペーストを充填したハニカム成形体の乾燥体を再び乾燥機を用いて乾燥
させた。
【００７０】
次に、ハニカム成形体を搬送部材の上に載置して脱脂炉に搬入し、空気中、５００℃で脱
脂する脱脂処理を行った。脱脂炉中で、脱脂処理を行ったハニカム成形体を冷却した後、
脱脂炉より搬出し、焼成炉に搬入した後、常圧のアルゴン雰囲気中、２２００℃、３時間
の条件で焼成処理を行い、これにより、ハニカム焼成体を製造した。
得られたハニカム焼成体のシリカ含有量を測定したところ、シリカ含有量は、１．２２重
量％であった。
【００７１】
また、得られたハニカム焼成体は、多孔質の炭化ケイ素焼結体からなり、大きさが３４．
３ｍｍ×３４．３ｍｍ×１５０ｍｍ、セルの数（セル密度）が３１個／ｃｍ２（２００個
／ｉｎｃｈ２）、セル隔壁の厚さが０．１０１５ｍｍ、外周壁の厚さが０．３ｍｍであっ
た。
【００７２】
（２）ハニカムフィルタの作製
上記工程により得られたハニカム焼成体を用い、実施例１と同様にしてハニカムフィルタ
を作製した。
【００７３】
（比較例２）
実施例２と同じ炭化ケイ素粗粉末及び炭化ケイ素微粉末を用いたほかは、比較例１と同様
にして、ハニカム焼成体を製造し、得られたハニカム焼成体を用いてハニカムフィルタを
製造した。
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また、得られたハニカム焼成体は、多孔質の炭化ケイ素焼結体からなり、大きさが３４．
３ｍｍ×３４．３ｍｍ×１５０ｍｍ、セルの数（セル密度）が３１個／ｃｍ２（２００個
／ｉｎｃｈ２）、セル隔壁の厚さが０．１０１５ｍｍ、外周壁の厚さが０．３ｍｍであっ
た。
焼成工程を終了したハニカム焼成体のシリカ含有量を測定したところ、シリカ含有量は、
１．５０重量％であった。
【００７４】
（評価）
比較例１及び比較例２を実施した脱脂炉では、炉内壁面に有機分解物等が付着して黒く汚
れていたが、実施例１および実施例２を実施したバッチ炉では炉内壁面の汚れが軽微であ
った。これにより、実施例１および実施例２を実施したバッチ炉におけるメンテナンス頻
度は、比較例１及び比較例２に比べて４０％程度に低減された。
【符号の説明】
【００７５】
１０　ハニカムフィルタ
１１　接着材層
１２　コート層
１５　セラミックブロック
２０　ハニカム焼成体
２１　セル
２２　封止材
２３　セル隔壁
３０　連続加熱炉
３１　マッフル
３２　加熱用ヒータ
３３　断熱材
３４　炉材
３７　ガス導入管
３８　ガス排気管
３９　搬送部材
４１、４６　脱気エリア
４２　脱脂エリア
４３　焼成エリア
４４　徐冷エリア
４５　冷却エリア
２００　ハニカム成形体
２１０　セル
２２０　封止材
２３０　壁部
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